
劇場型
　未公開株等の勧誘を受けたあと、
別の業者が「高値で買い取る」と
電話を掛けてくるなど、複数の業
者が登場する手口です。

❶  電話での安易なもうけ話の勧誘には応じないこと（電話の前後にパンフレット送付）

❷  リスクの説明がなく高収益のみを強調する勧誘は信用しないこと

❸  今までに、未公開株や社債を勧誘されて購入したことのある人は、特に注意すること

❹  契約前に販売業者が金融商品取引業者の登録を受けているかを金融庁ホームペー

ジで確認すること(金融商品の場合。ただし登録業者であっても信用性は不明)

❺  どれだけ儲かるかという説明に耳を奪われることなく、どれだけ損をする可能性

　  があるかを繰り返し確認すること

❻  商品の特性を十分に理解した上で、自分の余裕資金の範囲内で契約を締結すること

❼  不審な電話があったらすぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談すること

　高齢者を中心に、悪質な投資勧誘の被害相談が多数寄せられていま
す。支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。大切な老後資金を
なくすことのないように十分警戒してください。また、周囲の人々の見
守りも大切です。

高齢者を中心に 悪質な投資勧誘の被害相談が多数寄せら

うまい投資話に乗らないで！うまい投資話に乗らないで！

代理購入型
　「理由があって自分は購入できな
いから、代わりに買ってくれ」な
どと持ちかけ、謝礼や高値買い取
りを約束してだます手口です。

被害回復型
　かって投資トラブルがあった方
に「あの時の被害を回復する」と
持ちかけて勧誘する手口です。

公的機関装い型
　国民生活センター、消費者庁や
金融庁などの公的機関名を名乗り
「その会社なら大丈夫」などと信用
させて契約に誘導する手口です。

トラブルを防ぐには…

こんな詐欺的勧誘に要注意

平成23年度 市町村消費生活相談窓口一覧平成23年度 市町村消費生活相談窓口一覧

　　　　  担当課・室
生活安全課
消費生活センター
市民相談室（環境生活課）
市　民　課
協働のまちづくり課
協働推進課
人権・まちづくり課
市　民　課
商工観光課
市　民　課
生活環境課
協働推進室
市　民　課（消費生活センター）
商工観光課
産業振興課（消費生活センター）
産業振興課
企　画　課
企画商工課
町　民　課
住民福祉課
町民環境課
税務住民部
産業振興課
総務企画課
税務住民課
総　務　課
住　民　課

　  担当係・班
消費生活センター

くらし安全係

消費生活センター
市民活動係
安全安心係
市民定住係
商工観光係
生活安全係

商工観光係
商工観光係

国保消費生活係

町民班
産業商工振興係
消費生活係

戸籍住民係

　　ＴＥＬ
086-803-1109
086-426-3115
0868-32-2057
0863-32-5521
0865-63-0999
0866-62-9508
0866-92-8249
0866-21-0254
0867-72-6137
0869-64-1876
0869-22-1899
086-955-4783
0867-42-1112
0868-72-6693
0865-44-9035
0869-93-1126
086-482-0612
0865-64-3114
0866-82-1011
0867-56-2646
0868-54-2984
0868-38-3116
0868-36-4114
0868-79-2111
0867-28-2111
0868-66-1111
0866-54-1316

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

市町村名
岡 山 市
倉 敷 市
津 山 市
玉 野 市
笠 岡 市
井 原 市
総 社 市
高 梁 市
新 見 市
備 前 市
瀬 戸 内 市
赤 磐 市
真 庭 市
美 作 市
浅 口 市
和 気 町
早 島 町
里 庄 町
矢 掛 町
新 庄 村
鏡 野 町
勝 央 町
奈 義 町
西 粟 倉 村
久 米 南 町
美 咲 町
吉備中央町

平成23年７月１日～

（注２）平成23年７月１日より前に a.生産者が出荷した米殻、b.国内
の米殻事業者に譲り渡しをされた米殻、米加工品、c.あるいは
a.b.を原料に使用した米加工品は、産地情報伝達の必要はあり
ません。

　　　　※なお、平成22年産米やそれ以前の古い米であっても、平成
23年７年１日以降に生産者が出荷した米については産地情
報の伝達が必要です。

（注２）

米トレーサビリティ制度の詳細は、下記ホームページでご覧ください

http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/beikoku/syouhi01.html

お米の産地がわかります。
　米トレーサビリティ法（注１）により、消費者が米殻等（米や米加工品）の産地情報を入手できるよう
になりました。　　（注１）「米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」
　商品の容器や包装、外食店や小売店等で、原料米の産地がどこなのか確認できます。

店内に産地情報を掲示

当
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米使用

例 例

（平成23年7月1日現在）

浅口市は平成23年4月1日、真庭市は平成23年7月1日にセンターを開設しました。

※未公開株、社債、ファンド型投資商品、外国の通貨（イラクディナール等）などの金融商品だけでなく、
水資源の権利、温泉付き有料老人ホーム利用権、寺院の永代供養の権利、高額仏像などさまざまな名目で
投資を勧誘する手口が横行しています。
※契約をせかす、稀少性を強調する、他人への相談を口止めする、振り込み時の言い訳のしかたを教示する、
契約しないなら違約金を払えと脅すなどの行為があった場合は特に警戒してください。


